
オンデマンド形式

群馬県教育委員会健康体育課

令和8年度 学校安全研究協議会

～ 学校における安全教育及び安全主任の役割 ～



学校安全の意義

・児童生徒が生き生きと活動し、安心して学べるようにするた
めに安全を確保。

・生涯にわたって健康・安全で幸福な生活を送る基礎を培う。

・進んで安全で安心な社会づくりに参加し、貢献できる資質・
能力を育てる。

「生きる力」を育む学校という場において、児童生徒等が生
き生きと活動し、安心して学べるようにするためには、安全が
確保されることが不可欠の前提となります。

そして学校では、児童生徒等の安全を確保するだけでなく、
児童生徒等が生涯にわたって健康・安全で幸福な生活を送るた
めの基礎を培うとともに、進んで安全で安心な社会づくりに参
加し貢献できるような資質・能力を育てることが重要です。
（「生きる力」をはぐくむ学校での安全教育）



学校事故とは

＜学校事故の考え方＞

「学校の教育活動や施設管理に関連して、児童生徒が怪我をし
たり、死亡したりする事故全般」

・広義 ー 学校に関係する事故のすべて

・狭義 ー 学校管理下にあって、教育活動及びこれに付随す
る生活指導下において発生した児童・生徒を被害者
とする事故といわれる

〇学校教育活動下での事案発生

〇学校施設・設備の使用等に伴っての事案発生

〇外部侵入者による児童生徒等の被害事案発生



学校事故とは

＜学校管理下＞
・学校が編成した教育課程に基づく授業を受けている場合

・学校の教育計画に基づく課外指導を受けている場合

・休憩時間に学校にある場合、その他校長の指示又は承認に基づ
いて学校にある場合

・通常の経路及び方法により通学する場合

・学校外で授業等が行われる時、その場所、集合・解散場所と住
居との間の合理的な経路、方法による往復中。鉄道の駅で集合、
解散が行われる場合の駅と住居との間の往復中等。

日本スポーツ振興センター

１，各教科（科目）、自立活動、総合的な学習の時間
２，特別活動中（児童・生徒会活動、学級活動、ホームルーム、クラブ活動、運動会、

遠足、修学旅行、大掃除 など）

部活動、林間学校、夏休みの水泳指導、生徒指導、進路指導など

始業前、業間休み、昼休み、放課後など

登校中、下校中 など



学校事故とは

＜学校事故の類型＞
①：人の行為に起因するもの

・教職員の行為に起因するもの・・・

例）体罰、児童生徒の能力以上の要求において発生 など

・児童生徒の行為に起因するもの・・・

例）けんか、いじめ など

・学外協力者の行為に起因するもの・・・

例）外部講師、部活動等外部コーチ など

・第三者の行為に起因するもの・・・

例）不審者の侵入 など

②：物に起因するもの（施設・設備）・・・
例）遊具・施設、スポーツ施設の腐食、校舎等の老朽化 など



学校事故とは

＜学校事故の法的責任＞
①民事上の責任 ＝ 被害者の損害の填補（補償）についての責任

②刑事上の責任 ＝ 社会の法秩序維持を目的として国家によ
りなされる責任追及

③行政上の責任 ＝ 職員の服務義務違反に対して公務員関係
における秩序維持を目的として任命権者に
よりなされる責任追及

→ 児童生徒が責任の認識能力がない場合、監督義務を怠ら
なかった立証が必要

→ 通常の監督義務を尽くしていれば、その恐れはまずない

→ 戒告、減給、停職、免職



学校安全（国の取組）



学校安全の取組（国の取組）



学校安全の取組（国の取組）

＜目指す姿＞

①全ての児童生徒等が、自ら適切に判断し、主体的に
行動できるよう、安全に関する資質・能力を身につけ
ること。

②学校管理下における児童生徒等の死亡事故の発生件
数を限りなくゼロとすること。

③学校管理下における児童生徒等の負傷・疾病の発生
率について障害や重度の負傷を伴う事故を中心に減少
させること。



学校安全の取組



学校安全の取組



学校安全の取組

日常生活における安全確保のために必要な事項を実践的に理
解し、自他の生命尊重を基盤として、生涯を通じて安全な生活
を送る基礎を培うとともに、進んで安全で安心な社会づくりに
貢献できるように、安全に関する資質・能力を育成すること。

安全教育の目標 学校保健安全法



学校安全の取組

安全管理 学校保健安全法

事故の要因となる学校環境や児童生徒等の学校生活等におけ
る行動の危険を早期に発見し、それらの危険を速やかに除去す
るとともに、万が一、事故等が発生した場合に、適切な応急処
置や安全措置ができるような体制を確立して、児童等の安全の
確保を図るようにすることである。

❶ 学校設置者の役割
・学校の施設及び設備を管理する義務あり
・施設を常時適法な状態に維持することが求められる

❷ 学校の役割
・学校の施設及び設備の安全点検、改善の義務あり



学校安全の取組

組織活動



学校安全の取組



学校安全の取組



学校安全の取組

学校教育法に基づく、学習指導要領
• 第１章総則

• 第１小学校教育の基本と教育課程の役割

• ２ 学校の教育活動を進めるに当たっては，各学校において，第３款の１に示す主体的・対話的で深い学び
の実現に向けた授業改善を通して，創意工夫を生かした特色ある教育活動を展開する中で，次の(1)から
(3)までに掲げる事項の実現を図り，児童に生きる力を育むことを目指すものとする。

• (1)～(2)略

• (3) 学校における体育・健康に関する指導を，児童の発達の段階を考慮して，学校の教育活動全体を通じて
適切に行うことにより，健康で安全な生活と豊かなスポーツライフの実現を目指した教育の充実に努める
こと。特に，学校における食育の推進並びに体力の向上に関する指導，安全に関する指導及び心身の健康
の保持増進に関する指導については，体育科，家庭科及び特別活動の時間はもとより，各教科,道徳科,外国
語活動科目及び総合的な学習の時間などにおいてもそれぞれの特質に応じて適切に行うよう努めること。
また，それらの指導を通して，家庭や地域社会との連携を図りながら，日常生活において適切な体育・健
康に関する活動の実践を促し，生涯を通じて健康・安全で活力ある生活を送るための基礎が培われるよう
配慮すること。

【小学校学習指導要領解説（抄）】
第3章教育課程の編成及び実施
第1節小学校教育の基本と教育課程の役割
2 生きる力を育む各学校の特色ある教育活動の展開
（3） 健やかな体
（略）
また, 安全に関する指導においては，様々な自然災害の発生や，情報化やグローバル化等の社会の変化に伴

い児童を取り巻く安全に関する環境も変化していることから，身の回りの生活の安全，交通安全，防災に関す
る指導や，情報技術の進展に伴う新たな事件・事故防止，国民保護等の非常時の対応等の新たな安全上の課題
に関する指導を一層重視し, 安全に関する情報を正しく判断し，安全のための行動に結び付けるようにするこ
とが重要である。 （略）

中学校も同様に記載



安全主任の役割

○ 学校安全計画の策定（取りまとめ）→活用→評価
１.策定手順 ２.関係者への配付 ３.月毎の重点→振返り

○ 危機管理マニュアルの策定→活用→見直し
１.様々な事故・災害を想定 ２.訓練との連動

○ 学校安全に関する校内体制の整備
教職員の役割分担と責任の明確化

○ 教職員の危機管理意識の向上
安全に関する情報や話題を絶えず提供する
日常的、定期的に、機会を捉えて、意図的に情報交換することが大切

○ 児童生徒等への安全教育の充実
適切な意志決定や行動選択 → 環境改善 → 安全安心な学校づくり

○ 教職員に対する研修の実施
課題を踏まえた研修（全体の職員を巻き込んで短時間の意見交換含む）

○ 地域や関係機関との連携
学校だけではなく、保護者、関係機関等と連携・協働を図る



学校安全計画

＜作成例＞小学校 ＊県教育委員会HPに掲載
https://www.pref.gunma.jp/site/kyouiku/8833.html

https://www.pref.gunma.jp/site/kyouiku/8833.html


学校安全計画



学校安全計画

○職員研修を設定するだけではなく、避難訓練や安全講話などの学校行事に
合わせて、事前の打ち合わせ等の際に実施要項とともに自校の危機管理マ
ニュアルを活用して職員会議や朝会で職員共通理解を行うことで職員研修と
置き換える。

○事後の見直し・改善として、実施後の職員アンケートで見直しを図る。



学校安全計画

＜従来＞ ＜現行＞



学校安全計画

「学校安全資料『生きる力』をはぐ
くむ学校での安全教育」は、安全教
育・安全管理・組織活動を総合的に
解説した資料として作成され、法令
改正等を踏まえ平成31年に改訂２版
が発刊されました。各学校において
は、本資料を活用し、安全教育の充
実と適切な安全管理に役立ててくだ
さい。

https://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/anzen/1416715.htm

https://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/anzen/1416715.htm


危機管理マニュアル

危機管理マニュアルについて

・学校事故対応
・交通事故対応
・防災、自然災害対応
・火災・施設設備事故対応
・不審者・犯罪被害対応
・いじめ・重大事態対応
・自殺・自傷行為等対応
・感染症対応
・食物アレルギー・給食事故対応
・個人情報・情報セキュリティ対応

など

→ 各校の実情に応じて策定



危機管理マニュアル



危機管理マニュアル

クマ出没に対する
危機管理マニュアル（例）

＜県立沼田高校＞



危機管理マニュアル

＜熊出没対応＞
・出没に関する情報収集、情報共有

→ 教職員・生徒・保護者に対しての情報提供
・学校施設及び通学路の点検

→ 校門・扉の施錠、通学路の変更 など
・危機管理マニュアルの追記

→ 熊出没に関する注意事項
・関係機関との連携

→ 警察、消防署、各自治体（自然保護課・
鳥獣対策課・農政課 など）との連携

⇒ 児童生徒及び職員の安全を最優先した対応

→ 各市町村教育委員会への報告



危機管理マニュアル

＜不審者対応＞

2001年6月8日、大阪府池田市の大阪教育大学附属池田小学
校で発生した児童殺傷事件。
小学校に午前１０時２０分ごろ、凶器を持った男が侵入し、
次々と児童を襲った。１年生１人、２年生７人が殺害され、児
童１３人と教師２人がけがをするという惨事となった。
犯人は、殺人などの罪で起訴された。２００３（平成１５）
年８月、大阪地裁は「幼い子供たちに次々に襲いかかる残虐非
道な犯行だ」として死刑判決を言い渡し、この判決が確定した。
犯人からは、「門が閉まっていたら、入ろうと思わなかっ
た」などの供述があったとされている。

過去の事例 ＊学校安全（防犯教育）の転機



危機管理マニュアル

＜不審者対応＞



危機管理マニュアル

＜落雷・突風竜巻対応＞



危機管理マニュアル

＜落雷・突風竜巻対応＞



危機管理マニュアル

＜落雷・突風竜巻への対応＞



危機管理マニュアル

＜落雷・突風竜巻への対応＞

◎公的機関（自治体）が発表している情報の活用
活動の実施判断

⇒ 特に屋外での活動

◎校外活動の対応
避難場所、避難経路等の確認 など

◎下校時の対応
一時避難、保護者への引き渡し など

⇒ 一斉メール活用 など



危機管理マニュアル



学校安全の取組

学校安全計画、危機管理マニュアルについて

・PDCAサイクル
作成(P)→実施(D)→評価(C)→見直し・改善(A)

・複数担当で作成
（安全主任、保健主任、生徒指導主任、

交通安全担当、教護教諭、各教科担当 など）

・学校内での情報共有（職員会議等で情報共有）

・外部の視点での点検（PTA、学校評議員 など）

⇒ 学校事故発生時の対応に係る根拠資料



安全な環境を整備し、事件・事故災害の発生を未然に防ぐ

事前の危機管理

発生時の危機管理

事件・事故災害の発生時に適切かつ迅速に対処し、被害を最
小限に抑える

事後の危機管理

危機が一旦収まった後、心のケアや授業再開など通常の生活
の再開を図るとともに再発の防止を図る

リスクマネジメント
これから起きるかもしれない危険に対して、

事前に準備・対応策を考える

クライシスマネジメント
既に起きた事故や事件に対して、

今後受けるダメージをなるべく減らす対応

学校安全（三段階の危機管理）



学校安全（三段階の危機管理）

事前の危機管理（具体的な取組）
・校内マニュアル（緊急時対応マニュアル)
→初期対応、被害生徒等への適切な措置、二次的事故の防止

・生徒等の健康状態の把握
→心配ある生徒への配慮(既往症、精神疾患、発達障害等)

・職員間の情報提供（養護教諭、学年、教科担当、部活動顧問など）

・校内研修の実施（心肺蘇生法、ＡＥＤ(電池の確認)、エピペンなど）

・施設・用具等の点検
（職員だけではなく、使用する生徒にも点検を日頃から指導する）

・子供たちの視点での安全点検

・被害生徒等の保護者に対する配慮ある対応の仕方
（連絡窓口の一本化など）

・ヒヤリハット事例の吸い揚げ（具体的な対応等の問題解決）



学校安全（三段階の危機管理）

発生時の危機管理（具体的な取組）

・被害の実態把握
（可能な限り複数の職員で対応する）

・救急車要請及び管理職、養護教諭、保護者等への連絡
＊救急車への同乗は、可能な限り第一顧問が同乗する

※首から上の事故の場合は、軽傷であっても、念のため
医療機関で検査を受けるよう勧める。同時に保護者に対
して丁寧に事故の状況等を説明する

・必要があれば、
心肺蘇生、ＡＥＤ(電池の確認)、エピペンの使用

→ ※躊躇することなく実施する



学校安全（三段階の危機管理）

事後の危機管理（具体的な取組）

・心のケア
（当該生徒等の継続的な状態把握、

中・長期的な援助体制の確立）
・再発防止のための振返り
（事故の原因や事故対応の検証）
・保護者との連絡を密にする
（被害児童生徒・保護者の心情に十分配慮）

※発生時から事後対応まで、詳細は必ず記録しておく
※危険の予知できる事項について（熱中症予防や事故
の起きやすいケース）は、口頭注意と保健だより等掲
示物で注意喚起しておく



生活安全（安全点検）



生活安全（安全点検）



生活安全（安全点検）



生活安全（安全点検）



生活安全（安全点検）



生活安全（安全点検）



生活安全（安全点検）



生活安全（安全点検）



生活安全（安全点検）



生活安全（安全点検）



生活安全（安全点検）



生活安全（安全点検）



生活安全（安全点検）

文部科学省 学校安全ポータルサイト



生活安全（安全点検）

文部科学省 学校安全ポータルサイト



生活安全（熱中症の予防と対応）



生活安全（熱中症の予防と対応）



生活安全（熱中症の予防と対応）



生活安全（熱中症の予防と対応）



生活安全（熱中症の予防と対応）



生活安全（熱中症の予防と対応）

＜対応＞
ＷＢＧＴ計の活用
→ 活動場所の暑さ指数の確認
⇒ 暑さ指数に応じた対応

救急搬送要請
→ 躊躇することなく、救急車を要請

年間計画（学校行事、保健体育授業など）
→ 今年度の様子を参考に、来年度の計画見直し



生活安全（熱中症の予防と対応）

熱中症（疑い含む）
発生について

＊報告書を提出

市町村立学校
→ 市町村教育委員会
→ 教育事務所
→ 健康体育課



交通安全



交通安全



交通安全



交通安全



交通安全



交通安全



交通安全

◎群馬県の交通事故（児童生徒）

＜特徴＞

・小学校高学年、中学生、高校生

→ 自転車による事故、登校時の事故が多い

・第一当事者（加害者）と第二当事者（被害者）の

割合としては、第二当事者の割合が高い

⇒ 交通ルール、マナーの遵守

（特に、一時停止違反、とび出しに注意）

自転車乗車時のヘルメット着用が重要

時間に余裕をもって行動



交通安全

道路交通法改正 交通反則通告制度（青切符の導入）



交通安全

道路交通法改正 交通反則通告制度（青切符の導入）

＜ 自転車の交通安全動画 ＞

自転車を安全・安心に利用するために ロング動画（再生時間約10分）
https://youtu.be/z82oaRedcDM

自転車を安全・安心に利用するために ショート動画（再生時間約2分）
https://youtu.be/PcHg-EN5SQc

https://youtu.be/z82oaRedcDM
https://youtu.be/PcHg-EN5SQc
https://youtu.be/PcHg-EN5SQc
https://youtu.be/PcHg-EN5SQc


交通安全

群馬県の取組

＜ 令和７年５月 連携協定締結 ＞



災害安全（防災教育）

・防災教育 → 取り扱いが難しい

＜取り扱いの具体例＞

課外授業（修学旅行、校外学習 など）

↓

事前の調べ学習（実施場所の状況調べ）

⇒ ハザードマップ、災害時の避難場所の確認 など

＊不安や恐怖を煽る指導ではなく、

児童生徒が自ら考え、判断し、行動できる力、

すなわち「主体的に命を守る力」を育むことにつなげ

て欲しい



災害安全（防災教育）
県土整備部 砂防課・河川課



災害安全（防災教育）

ハザードマップ 国土地理院



災害安全（防災教育）

気象庁



災害安全（防災教育）

火災想定、地震想定、不審者対応 など

→ さまざまなことを想定した訓練

（予告なしの訓練、実施時間の工夫

停電を想定した訓練 など）

→ 避難経路の確認

（発生状況によって異なる）

→ 関係機関との連携

（消防、警察、地域との協力 など）

→ 保護者との連携

（引き渡し方法、車での迎えの導線確認 など）



災害安全

大規模災害の発生時の対応

＜避難所指定＞

・指定緊急避難場所（一次的に避難する場所）

・指定避難所（避難生活を送る場所）

・福祉避難所（配慮を必要とする人のための避難所）



災害安全

大規模災害の発生時の対応

＜避難所指定＞

・各自治体の担当課（担当者）との情報共有

→ 避難所の開設・運営、災害備蓄品の確認



事故報告

＜事故報告＞

事故発生 ⇒ 報告書提出
（各市町村教育委員会）

・一般事故
・交通事故

＊事故の概要
→ 活動内容、部活動名
の記載 など

⇒ 学校体育係と連携



事故報告

＜報告の範囲＞
報告の範囲は、校長が、教育活動に著しい影響があると認め
る程度のものとし、概ね以下の基準による。

ア 学校管理下の場合
①死亡したとき
②負傷により、一週間以上の欠席が見込まれるとき、又は
治療に１ヶ月以上の日数を要すると見込まれるとき
③交通事故に係る加害的事故で、相手方に全治一週間以上
の傷害を与え、又は死亡させたとき
④上記の他、特に学校長が報告を必要と認めたとき

イ 学校管理下外の場合
①自殺、事故により死亡したとき
②交通事故により、重傷（治療に１ヶ月を上回る日数を要
する程度）を負ったとき
③上記の他、特に学校長が報告を必要と認めたとき

＊県立学校基準



学校安全（参考資料）

文部科学省HP 学校安全ポータルサイト



学校安全（参考資料）

スポーツ振興センター 災害給付サイト



学校安全（参考資料）

ぐんまの子どもの体力向上ガイドブック



学校安全（参考資料）

健康体育課学校体育係

https://gunma-
boe.gsn.ed.jp/41737321dd0
d802a8af64e840acaee01/pa
ge_20251218005350/page_
20251218005810

https://gunma-boe.gsn.ed.jp/41737321dd0d802a8af64e840acaee01/page_20251218005350/page_20251218005810
https://gunma-boe.gsn.ed.jp/41737321dd0d802a8af64e840acaee01/page_20251218005350/page_20251218005810
https://gunma-boe.gsn.ed.jp/41737321dd0d802a8af64e840acaee01/page_20251218005350/page_20251218005810
https://gunma-boe.gsn.ed.jp/41737321dd0d802a8af64e840acaee01/page_20251218005350/page_20251218005810
https://gunma-boe.gsn.ed.jp/41737321dd0d802a8af64e840acaee01/page_20251218005350/page_20251218005810
https://gunma-boe.gsn.ed.jp/41737321dd0d802a8af64e840acaee01/page_20251218005350/page_20251218005810


学校安全

学校安全に対する児童生徒主体の取り組み
⇒ 児童生徒自らの安全教育に対する

意識の向上を図る
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